
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県が締結する契約に関する条例の基本理念の実現を図るための取組（改定版）の概要  
 

県が締結する契約に関する条例（平成 27年岩手県条例第 35号）の基本理念の実現を図るため、県の契約に関す

る取組を取りまとめるものである。 

１ 趣旨 

２ 条例の基本理念の実現を図るための取組の概要 

１ 契約の透明性及び競争の公正性 

２ 経済性への配慮、ダンピング防止、価格以外の多様な要素の考慮等により、総合的に優れた契約内容

となっていること 

３ 県契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件 

１ 持続可能で活力ある地域経済の振興に資する取組（◆：27件） 

 ① 雇用の確保 

  ◆ 工事請負契約の競争入札参加資格登録の審査において、高校等卒業３年以内の者の継続雇用を評価 など 

② 県内の中小企業者の受注機会の確保 

 ◆ 工事請負契約、建設関連業務委託契約、物品購入の入札において、県内企業への発注を優先する地域要

件を設定 など 

③ 県産品の利用促進 

 ◆ 工事請負契約において、建設資材の納入契約の相手方を県内に本社を有する者の中から選定すること、

調達する建設資材は県産とするよう努めること など 

④ 事業者の有する専門的な技術又は伝統的な技能の継承 

 ◆ 工事請負契約の競争入札参加資格登録の審査において、配置技術者の資格、継続学習等を評価 など 

２ 社会的な価値の向上に資する取組（◆：14件、○：１件） 

① 障がい者その他の就業支援が必要な者の雇用の促進に資する取組 など 

 ◆ 工事請負契約、庁舎管理業務委託契約、物品購入の競争入札参加資格登録の審査において、障がい者雇

用等の取組を評価 など 

 ② 県民の安全・安心な生活に資する活動 

  ◆ 工事請負契約において、災害活動等を評価する総合評価落札方式条件付一般競争入札を実施 など 

 ③ カーボンニュートラルの実現に資する環境に配慮した事業活動 

  ◆ 工事請負契約、庁舎管理業務委託契約、物品購入の競争入札参加資格登録の審査において、環境配慮に

関する取組を評価 など 

 ④ 男女共同参画の推進に配慮した事業活動 

  ◆ 総合評価落札方式一般競争入札において、いわて女性活躍認定企業等の認定、いわて子育てにやさしい企業等の認

証等を受け、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）等を推進する事業者の取組を評価など 

  ○ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）等を推進する企業の企画競争時の入札時の評価等を検討 

１ 持続可能で活力ある地域経済の振興に資する取組（雇用の確保、中小企業者の受注機会の確保、県産

品の利用促進、事業者の専門的技術・伝統的技能の承継など） 

２ 社会的な価値の向上に資する取組（障がい者等の雇用促進に資する取組、安全安心な生活に資する活

動、環境に配慮した事業活動、男女共同参画の推進に配慮した事業活動など） 

Ⅱ 県契約において配慮されるべき事業者の取組 

Ⅰ 県契約における次に掲げる事項の確保 

 令和４年３月改定版からの変更点  

・ 既に実施している取組の修正：４件（取組項目№13、57、75、101） 

  ◆（既に実施している取組）： 111件、○（今後、実施を検討する取組）：１件、計 112件（再掲を除く） 

・項目名の修正：Ⅱ-２-③ 

Ⅱ 県契約における事業者の次に掲げる取組への配慮 

３ 県契約に係る業務に従事する者の適正な労働条件（◆：14件） 

 ① 適正な賃金水準の確保 

  ◆ 工事請負契約の予定価格の設定に当たり、単価の改訂頻度を増やすことにより、最新の設計労務単価、

資材等の実勢価格を適切に反映 など 

② 社会保険に係る法令遵守 

  ◆ 物品購入における競争入札参加資格登録の審査において、社会保険への加入状況を書面で確認する など 

  ◆ 建設関連業務における競争入札参加資格登録の審査において、社会保険適用事業所については、社会保

険への加入を資格要件とすること 

 ③ 労働環境の整備・労働福祉の促進 

  ◆ 競争入札参加資格登録の審査において、事業者の障がい者雇用、仕事と子育ての両立支援などの多様な

労働環境の整備への取組を評価 など 

基本理念（条例第３条） 

１ 契約の性質又は目的に応じた契約の過程及び内容の透明性並びに競争の公正性（◆：32件） 

 ① 契約の過程及び内容の透明性 

  ◆ 競争入札に係る公告及び入札結果のホームページへの掲載、契約締結後の入札過程及び結果に関する事

項の供覧 など 

  ◆ 物品購入の一般競争入札発注見通しをホームページで公表する  

 ② 契約の競争の公正性 

  ◆ 原則として契約方式は、透明性、公正性が最も優れている一般競争入札又は条件付一般競争入札 など 

 ③ 談合その他の不正行為の排除 

  ◆ 電子入札の導入、予定価格の事前公表 など 

２ 総合的に優れた内容となっていること（◆：24件） 

 ① 適正な履行が通常見込まれない金額を契約金額とする契約の締結の防止 

  ◆ ダンピングの防止のため、工事請負契約等の入札への低入札価格調査制度及び庁舎管理業務委託契約等

の入札への最低制限価格制度の導入 など 

  ◆ 印刷物の製造の請負において、一括下請負及び一括委任の禁止などによりダンピングの防止を図る   

② 価格以外の多様な要素の考慮 

 ◆ 価格以外の多様な要素（技術力、施工能力等）を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた者を契約の相

手方とする総合評価落札方式条件付一般競争入札を実施 など 

Ⅰ 県契約において確保されるべき事項 【凡例】 ◆：既に実施している取組、○：今後、実施を検討する取組 

基本理念の実現を図るため、上記Ⅰ及びⅡに関する県の取組を取りまとめる。 

基本理念の実現を図るための取組の取りまとめ（条例第６条） 


